
コンテンツの

2008.3

取引市場形成について

資料 １

～とりまとめに向けて ～



（１）問題提起 ① 放送コンテンツ流通（二次流通）に関する日米韓の比較

■米国／テレビ番組ネット配信サービス

サービス名 AOL video Amazon Unbox Apple iTunes ABC CBS FOX NBC

ジャンル
ドラマ、音楽、アニ
メ、コメディ等

ドラマ、音楽、アニ
メ、コメディ等

ドラマ等 ドラマ、バラエティ
等

ドラマ、バラエティ、
アニメ、ニュース等

ドラマ、バラエティ
等

ドラマ等

番組例

PRISON BREAK、
24、Smith、the 
NINE、MTV等

PRISON BREAK、
24、CSI、 Survivor、
Sleeper Cell、MTV
等

PRISON BREAK、
24、Desperate 
Housewives、
LOST等

GREY’S 
ANATOMY、
Desperate 
Housewives等

CSI、Survivor、
Smith、Jericho等

PRISON BREAK、
24、BONES等

Las Vegas、ER、
Studio 60等

料金 １話 1.99ドル １話 1.99ドル 1話 1.99ドル 無料 無料 無料 無料

配信形態 ダウンロード ダウンロード ダウンロード ストリーミング ストリーミング ストリーミング ストリーミング

番組のサイト掲
載までの期間

翌日の例もあり 翌日
更新は、月曜から
金曜の週５回

翌日

■韓国／ＭＢＣ（地上波放送局）のネット配信戦略

Windowing戦略 Holdback戦略

① iMBCのVODサービス（≒catch-up TV）

② 3G携帯へのVODサービス

③ Internet PortalへのVODサービス

④ CableTVへの放送

⑤ DVDでの販売

⑥ アーカイブ的放送

①iMBC VOD 30分後

②3G VOD 次の日の正午

③Internet Portal VOD 24時間後

④CableTV 1週間後（～2006年は24h後）

⑤DVD 1ヶ月後

⑥アーカイブ的放送

1 検討の経緯

■日本／主な映画会社のネット配信の例

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　本日のヒアリングに先立って、議論の経緯と問題意識について再整理させていただきます。○　まずは、改めて、取引市場データベースの議論に至っている出発点の確認です。放送コンテンツの流通に関する当初の問題意識として、諸外国と日本で、実際に状況の相違が発生していることを確認しておきたいと思います。○　何度か繰り返している事例ですので、詳細は省きますが、例えば、米国や韓国においては、テレビ放映の当日や翌日から、インターネット経由でその番組を見ることができるサービスが行われています。一方、日本国内では必ずしもこうした状態にはないと考えられます。



（１）問題提起 ② 関係者の評価と、問題提起

１）許諾権を制限すべきなのではないか？
２）米国・韓国等のように番組調達ルールを導入すべきではないか？

「わが国では、貴重なデジタル・コンテンツの多くが利用されずに死蔵されている（例：過去のＴＶ番組の再放送等が著しく制限）。インターネット
上でデジタル・コンテンツを流通させるには、著作権、商標権、意匠権などの全ての権利者から事前に個別に許諾を得る必要があり、手続きコス
トがビジネス上見合わないためである。デジタル・コンテンツ市場を飛躍的に拡大させるため、世界 先端のデジタル・コンテンツ流通促進法制
（全ての権利者からの事前の許諾に代替しうる、より簡便な手続き等）を２年以内に整備すべきである。」

（第４回経済財政諮問会議 民間議員説明資料「ＩＴによる生産性の加速を実現するために」 （2007年2月27日）より）

（知的財産戦略本部 コンテンツ・日本ブランド専門調査会 第２回コンテンツ企画ワーキング・グループ事務局資料（2007年11月9日）より）

（２）検討

① 制度による許諾権制限

② 米国・韓国等における番組調達ルールの導入

③ 民主導の取引市場の形成

・諮問会議・地財本部の指摘と、権利者団体の意向の矛盾？
・米国の権利者の状況は？（参考：脚本家ストライキ）

→許諾権の存在が流通を阻害しているのか？

・「地上放送」に関する各国の考え方・実状
・「放送事業者」の性格（公共セクターか？民間セクターか？）

→放送事業者へのルール導入が適切といえるのか？

・制度アプローチではなく、民主導のアプローチ
・「著作権情報の集約・公開」

→取引市場データベースの構築等を通じた、民主導の市場形成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　こうした、日本の放送コンテンツが、諸外国と比べても、十分に流通しているとは言い難いのではないかという現状認識については、いくつかの問題提起がされています。○　これも何度か紹介してまいりましたが、「テレビ番組は死蔵されている。」「放送局の持つコンテンツは流通しないのではないか。」などの指摘が、諮問会議、知財本部等で実際に行われてきたところです。○　こうした問題提起に対して、当ＷＧでどのように検討され、どのような方向の議論となってきたかについて、振り返りたいと思います。○　まず、制度による許諾権の制限についてです。これについては、権利者団体から、自分たちはコンテンツの流通についてはむしろ積極的に流して収益を生み出してほしい立場であり、邪魔などするわけもないとの主張が出されています。○　また、この参考として、コンテンツの流通が盛んな米国において、むしろ権利者団体の力が強く、脚本家のストライキによって人気番組の制作がストップしたところまで放送局が追い込まれた事例などもあげられました。○　次ページに、米国の脚本家ストライキの経過をまとめていますが、昨年行われたストライキでは、「２４」「デスパレートハウスワイブズ」など、日本でも有名な人気ドラマまで収録中止となり、最終的には、権利者団体の意向が通り、インターネット配信における二次利用料があがる形で決着されたという結果となっています。○　こうした材料を踏まえると、「権利者の力が強すぎるからコンテンツが流れない」「許諾権があるから流れない」という主張については、どうも怪しいのではないかとの方向性が導き出されてきていると認識しています。○　次に、米国や韓国において導入実績のある、放送局への外部調達義務を課す制度についてです。これについては、まず、地上放送についての考え方が国によって違うという指摘がされました。○　例えば、米国ではＣＡＴＶ視聴が中心であり、地上放送をあまねく行きわたらせなければならないという考え方が存在していません。また、ヨーロッパや韓国では、放送局はほとんど公営が中心であるという点も、日本とは異なっています。○　日本は、ヨーロッパや韓国と異なり、民間放送が中心となった放送局によって、日本全国をカバーする地上放送という体系が築かれてきており、このバランスを崩したり、放送事業者の創意工夫を低下させるような可能性のある制度の導入については、慎重になるべきではないかとの議論されてきたものと認識しております。○　このため、こうした制度的なアプローチでの解決は不適切であり、むしろ、民主導で積極的に取引市場の形成を行う道を模索すべきではないかとの検討に至っているわけです。それが、今、具体的に検討しようとしている取引市場データベースの構築等を通じた、民主導の市場形成です。



（参考）米国における脚本家ストライキ

米国の脚本家約１２０００人が所属する全米脚本家組合（ＷＧＡ）が、全米映画テレビ製作者協会（ＡＭＰＴ
Ｐ）に対して、インターネット配信や他の新たな媒体によってもたらされる利益配当の大幅増額及び映画製作
での正当な報酬を受け取る権利を求めて、２００７年１１月５日、約２０年ぶりにストライキを決行。

全米脚本家組合（ＷＧＡ）は、映画やテレビ番組のインターネット配信などの二次利用の際、再使用料の大幅増額を要求
したが、全米映画テレビ製作者協会（ＡＭＰＴＰ）は、「オンライン配信の未来そのものがまだ曖昧な上、宣伝やマーケティン
グにかかる費用も巨額になると予想される」として拒否。２００７年夏頃から話し合いを進めてきたが、３年契約の期限であっ
た２００７年１０月３１日になっても合意せず、ＷＧＡはストライキ決行を決定した。

・ ＣＢＳ、ＡＢＣ、ＮＢＣ、ＦＯＸの４大ネットワークの人気トーク番組が収録中止に追い込まれ、各放送局は過去の再放送を
実施。

・ 「２４」や「デスパレートな妻たち」、「ＨＥＲＯＥＳ」などの人気テレビドラマシリーズや、「ダ・ヴィンチ・コード２／天使と悪
魔」やジョニーデップ主演映画の「Shantaram」など大作映画の製作が次々と延期となった。

・ ２００８年１月７日に予定されていた第６５回ゴールデングローブ賞と第３４回ピープルズ・チョイス・アワードの授賞式が中
止となった。

・ テレビ番組や映画の製作が集中するロサンゼルス郡がストで被った経済損失は、３２億ドルと見積もられている。

約３ヶ月にわたったストライキは、２００８年２月１２日に脚本家組合員の投票の結果、賛成多数によりストライキを終了。
争点となっていたインターネット配信における二次利用料については、最初の2年間は $1,200 /年 、その後は配信による

さまざまな収入の2%の報酬を脚本家が受けることとなった。

○今回のストライキに至る経緯

○ストライキによる主な影響

○ストライキの終了



（１）取引市場データベース（バーチャル市場）

① 放送事業者が「製作・著作」の放送コンテンツ

2 取引市場の形成

○ 以下の二つの市場が想定され、それぞれの検討が必要

「コンテンツに係る情報をもとに、取引を行う「バーチャル市場」」

「コンテンツの現物を持ち込んで、直接取引を行う「現物市場」」

１）「放送コンテンツ」に対するニーズはあるのか？

２）取引市場を形成するために不可欠な「リスク」と「コスト」を負担するプレーヤーは？

→ 現段階では「リスク」と「コスト」の担い手は見通しがついているとは言えないのではないか？

→ 「リスク」と「コスト」を取るに足る市場ニーズが見出せていないのではないか？

② 番組制作者が「製作・著作」の放送コンテンツ

１）番組製作者の「著作権」「権利処理窓口」に関する考え方の整理

２）取引市場を形成するために不可欠な「リスク」と「コスト」を負担するプレーヤーは？

→ 番組制作者に「製作・著作」があるコンテンツについて、番組製作者には、自ら流通の担い手となる意向
がみられるのではないか？

→ 取引市場としては、このタイプの放送コンテンツを中心に具体化すべきではないか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　「取引市場」については、２種類の形態が想定されます。１つは、バーチャル市場、もう１つは、現物市場です。○　まず、バーチャル市場についてですが、これについても２種類のアプローチが考えられます。１つは、放送事業者が製作・著作をもつコンテンツ、もう１つは、番組制作会社が製作・著作をもつコンテンツについてです。○　まず、放送事業者が製作・著作をもつコンテンツについてですが、大前提として、「放送コンテンツ」を流したい・視聴したいというニーズがあるのか？という点については、ソフトバンクグループさんやＫＤＤＩさんをはじめとして、ヒアリングをした方々からは、ドラマやバラエティなど、放送コンテンツの視聴ニーズは確実にあるとの評価が大半を占めていました。○　一方、取引市場を成立させるためには、また、コンテンツそのものを調達するためには、当然、コストとリスクが発生します。また、例えば、コンテンツを地上放送以外に持ち出すことについても、既存のメディアとの競合関係になってしまう意味でリスクが発生します。○　しかしながら、こうしたリスクを補ってあまりあるだけのコストを負担する意向を示すプレーヤーは、今の段階では見いだせていないというのが現状でした。ブロードバンドに流れないことについては、放送局のやる気以前の問題として、リスクとコストの負担者が存在しないこと。それが今の問題ではないかと考えます。○　残念ながら、今の段階では、放送事業者のコンテンツについては、従来の相対取引に変化をもたらすだけのインセンティブが、市場のプレーヤーの間で働いていないと言わざるを得ず、取引市場には馴染まないという状況のようです。○　本日は、以上の論点について、これまで伺った方々とは違った視点でコメントをいただくため、オブザーバの方々にご出席をお願いしたところです。ネットの利用など、コンテンツの取引市場を成り立たせるためのニーズや、リスク、コストについてどのように考えるべきか、我が国のみならず、米国市場から見た考え方についても、お話いただければと思います。○　なお、ワーキングにおいては、番組製作者が製作・著作を持つコンテンツについて、取引市場を形成する可能性についても議論しております。　　　既に番組製作者の一部の方々から、自ら権利処理のコスト等を負担しても、市場の担い手となる意欲が示されるなど、前向きな議論が進められるのではないかと考えられます。　　　次のページに、そうした点を踏まえた今後の検討の方向性を簡単にまとめておきました。これについては、とりまとめに入る議論の際、また改めて紹介させていただきます。



③ 方向性

１）二つの「実証実験」

「自ら製作資金調達を行う製作者への公募トライアル」

自ら製作資金を調達してコンテンツを作ろうとする製作者の機会を拡大するとともに、著作権情報
や取引情報のデータベース化による流通の拡大を試行

「製作者向け、取引市場データベース構築」

公募トライアルの作品も含めて、番組製作者から登録情報を収集・公開する取引市場データベー
スの機能について試行

２）当面の措置

「公募トライアル」 → 二次利用効果の検証、取引情報の公開範囲の検討

「取引市場データベース」 → 登録情報の収集方法、公開範囲の検討、コスト負担、市場機能の検証

（２）現物市場

① 国の内外における状況
諸外国におけるマーケット開催の状況

→ 米国、欧州、韓国において多数開催
→ 一部には政府支援も存在

国内におけるマーケット開催状況

→ 昨年、第１回ドラマ・フェスティバルが開催

② 今後の方向性
１）コスト負担のリスク

マーケット開催にかかるコスト負担のリスクを負うプレーヤーは存在するか
２）国の関与

リスクを負うプレーヤーの存在を前提として、政府支援の可能性
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